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資料１－１ 

次世代ブロードバンド技術の利用環境整備に関する研究会 

開催要綱 

 １ 背景・目的  

ブロードバンドの全国整備については、次世代ブロードバンド戦略２０１０に基づき、国・地方公

共団体・事業者が連携し、地域のニーズや実情に応じた適切な技術を利用しながら推進すること

が重要であり、そのためには多様な技術が利用できる環境の整備を図る必要がある。 

次世代ブロードバンド技術については、超高速サービスに対する利用者ニーズに応じて、ＦＴＴ

Ｈのほかにも、例えば、３THz 以上の周波数領域である赤外線領域や可視光領域を活用した技

術の開発など、100Mbps を超える通信速度を実現する有無線技術が萌芽してきている。しかしな

がら、次世代ブロードバンド技術についての実用化に向けた標準化等の利用環境の整備に向け

た検討が行われていない状況にある。 

以上の状況を踏まえ、ブロードバンドの全国整備に向け、次世代ブロードバンド技術の普及を

促進するため、その技術面における利用環境整備方策の在り方の検討に資することを目的とし

て、本研究会を開催する。 

 ２ 名称  

本会の名称は、「次世代ブロードバンド技術の利用環境整備に関する研究会」と称する。 

 ３ 検討事項  

本会は、以下の事項について検討する。 

 （１） 次世代ブロードバンド技術の動向把握 

 （２） 利活用イメージの整理 

 （３） 実用化に向けた標準化課題等の整理 

 （４） 技術面の利用環境整備方策の在り方 等 

 ４ 構成及び運営  

 （１） 本会は、総合通信基盤局長の研究会として開催する。 

 （２） 本会の構成員は別紙のとおりとする。 

 （３） 本会には座長及び座長代理を置く。 

 （４） 座長は、研究会構成員の互選により定めることとし、座長代理は座長が指名する。 

 （５） 座長代理は、座長を補佐し、座長不在の時は、座長に代わって本会を招集し、主宰する。 

 （６） 本会は、必要がある時は、外部の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。 

 （７） その他、本会の運営に必要な事項は、座長が決めるところによる。 

 ５ 開催期間  

本会の開催期間は、平成１８年１１月から開始し、平成１９年６月末を目途に報告書をとりまと

める予定。 

 ６ 庶務  

  本会の庶務は、総合通信基盤局電気通信事業部高度通信網振興課が行う。 
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